
  

＜多様な人材が輝く議会のための 17 の提言＞ 

 

１ 多様な方々に議会・議員への関心・意欲を持っていただくために 

◎ 主権者教育の推進 

 

提言１ 主権者教育は、議会も主体となり、知事部局や教育委員会、選挙管理委員会など 

と連携し、議員自らが積極的に現場に出向いて地方議会や議員の活動を伝え、児童、 

生徒、学生と意見交換するなど、こどもたちの記憶に残るよう取り組む 

 

提言２ 主権者教育は、こどもたちが地域や政治への関心・意欲を持てるように、小学校、

中学校、高校、大学など発達段階の課題や意識を踏まえた取組を実施する 

 

提言３ 主権者教育の実施前後にアンケートをとり、児童、生徒、学生の理解や意識の変

化を確認するなどして取組の改善を図るとともに、好事例については全国都道府県

議会議長会（以下「議長会」という。）等を通じて広く情報共有を図る 

 

◎ 広聴・広報の充実による住民とのコミュニケーションの確保 

 

提言４ 議会広報は、議決結果だけでなく、議案の背景をストーリー化するなどの工夫を 

凝らし、議会が住民に身近な課題を扱っていることが伝わるものとする。 

作成に当たっては若者の目線を取り入れるとともに、情報拡散力の高い SNS 等の

メディアを積極的に活用するなど、多様な方々に親しまれるよう努める 

 

提言５ 議会・議員は、デジタルツールの活用や対面による意見交換等を通して、女性や

若者をはじめ幅広い層の住民とのコミュニケーションを図り、その意思を把握し、

議会審議や施策形成、国等への要請など議会や議員の活動に反映する 

 

◎ 開かれた議会の実現 

 

提言６ 傍聴規則を改正し、児童・乳幼児の傍聴を認めるなど、子育て世代等が傍聴しや 

すい環境整備を図るとともに、委員会のインターネット中継や休日議会の開催など 

勤労者等の住民にも配慮した議会運営上の工夫を進める 

 

２ 多様な人材が立候補しやすくするために 

◎ 立候補するためのハードルを下げる方策 

 

提言７ 地方議会議員を目指す方々の立候補の手助けとなるよう、各議会や議員、政党など

が説明会、勉強会、情報提供などの支援を行う 

 

提言８ 各議会は、地域の経済団体に企業の就業規則において立候補に伴う休暇制度を設け

るよう働きかけを行う。 

また、選挙管理委員会等と連携して立候補に係るハラスメントの防止を図る 

 

提言９ 議長会は、各議会等と連携し、弾力的な市と市の合区の実現、人口が少ない地域の 

議員定数の確保や、被選挙権年齢の引下げ、選挙ポスターの貼り出しの効率化など 

選挙活動の負担軽減等を検討し、国に要請を行う 

 



 

 

 

 

◎ 議員として、そして退職後も安心して生活できる保障制度 

 

提言 10 各議会は、地域の経済団体へ働きかけ、勤労者が就業しながら議員活動を行う際 

の企業の理解を求める。 

また、議長会等が中心となり、厚生年金などの社会保障制度への加入や、小規模

の市町村議会における議員報酬のあり方について検討し、国へ要請を行う 

 

３ 多様な人材が働きやすい議会にするために 

◎ 議会のデジタル化の推進 

 

提言 11 各議会は、議員が介護や子育てなどで議場等に参集できない際にも議会活動がで

きるよう、オンラインによる委員会の開催を進める。 

また、議長会は、オンラインによる本会議への出席が可能となるよう国に要請を

行うなど、各議会と連携し、議会のデジタル化を推進する 

 

◎ 育児・介護等と議員活動の両立支援 

 

提言 12 各議会は、会議規則における欠席の規定に出産や育児、介護などを例示するとと

もに、議会活動における通称（旧姓）使用を認める規定整備や、保育サービスの導

入及び子育てスペースの設置など子育てを行う議員への配慮、会議時間の見直しや

計画的な休憩の導入など議会の働き方改革を進める 

 

◎ ハラスメント防止対策の実施 

 

提言 13 議会のハラスメントを防止するための条例の制定など、各都道府県でハラスメン 

トを防止するための規定整備を進め、市町村を包含した相談窓口の設置や研修の実

施など具体的な取組を行う 

 

◎ 議員同士の交流 

 

提言 14 多様な人材が議会に参画し、生き生きと働けるよう、議員同士が連携し、意見交 

換などを通して課題の解決や意識改革に努める 
 

４ その他 

 

提言 15 少子高齢化や人口減少など、社会情勢の変化を踏まえて、多様な人材が輝く議会と

するための取組を継続して実施する 

 

提言 16 多様な人材が輝く議会の実現のために、議会や議員、三議長会、政党、報道機関、

民間団体、住民等が連携して取り組んでいく 

 

  提言 17 投票を通して政治への興味・参画を促し、多様な人材の議会への参画を進めるため、

投票環境の整備など、だれもが投票しやすい環境の実現を国等へ働きかける 

令和６（２０２４）年３月１５日 

全 国 都 道 府 県 議 会 議 長 会 


